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○議長 小田 武人君 

 ７番、貝掛議員の一般質問を許します。貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 ７番、貝掛でございます。通告書に従いまして、一問一答方式で一般質問をさせていただきま

す。 

 それでは、件名１の町の英語教育の方向性について。それの要旨１、英語教育における国の動

向と芦屋町の現状についてお尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君 

 執行部の答弁を求めます。学校教育課長。 

○学校教育課長 岡本 正美君 

 国の動向としては、平成２３年度の小学校学習指導要領の全面実施により、言語や文化につい

て体験的な理解、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成、外国語の基本的な表

現への慣れ親しみを狙いとして、第５、６学年児童を対象に週１こまの外国語活動が実施されて

います。今後は、平成３０年度をめどに、第３、４学年において外国語活動の授業、第５、６学

年においては、英語の教科としての授業が導入される方向です。 

 芦屋町の現状としては、外国語活動の授業について、学級担任が中心となり、国から配布され

た教材「Ｈｉ．Ｆｒｅｎｄｓ」や音声、映像つきのＣＤ教材や自作の資料を活用して指導してい

ます。その際、町雇用のＡＬＴを積極的に活用しており、小中一貫教育として、中学校の英語教

師を小学校に派遣して指導を行っています。その結果、外国語活動について、小学生は「英語の

学習は好き。」、「外国のことを知りたい。」と肯定的に捉えていますが、小学校教員の指導力

については、十分ではないと考えています。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 今、国の動向と芦屋町の現状について、るる御説明がありました。今後の動向としましては、

平成３２年度には小学校５、６年生の児童において、英語が現在の外国語活動から、正式な教科

になり、その担任の先生は点数をつけ、評価をしなければならなくなると。そして、先ほど説明

がありましたように、今やっている、５、６年生がやっています外国語活動がそのまま３年生、

４年生にスライドしてくると。 

 ここで小学校の先生はですね、本当に今、戦々恐々としているのではないかと思うわけでござ

いまして。小学校においては国語、算数、理科、社会、図工、音楽、体育、家庭科ですね。１人
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の先生が教えなくちゃいけない。そして、また平成３０年度には道徳の教科化という形の方向で

進んでいる。そして、その２年後に英語が５、６年生の教科になってくる。非常にですね、これ

は今後、小学校の英語担当になる、５、６年生ですか、担当になる先生の負担ははかり知れない

ものになると察すると同時にですね、これは今後５年間において、しっかりとした人材の養成と

確保が課題であると考えます。 

 そこで、人材の養成についてお尋ねいたします。文科省は平成２５年度に出したグローバル化

に対応した英語教育改革実施計画、それに沿いまして、その中でですね、英語推進リーダーの養

成の研修、つまり、英語を教育推進リーダーというのはですね、小学校、中学校におきまして、

英語の教科のプロとなるような、職員、先生を育てる。そういった養成の研修をですね、昨年度

の平成２６年度から５年間にわたって実施しているわけでございますが、この研修ですね、芦屋

町の英語担任、英語関係の先生方、研修のほうには行かれたのかどうかお尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 おっしゃいましたように、小学校の英語活動、教員にとっては大変負担が大きいと思っていま

して、今の質問でございますけども、２６年度は教育事務所から６名、各教育事務所１名という

ことになります。（発言する者あり）２７年度はですね、教育事務所から６名。県下６教育事務

所がございますので、各教育事務所から１名という割り当てのようです。したがいまして、現在、

芦屋ではそれに当たっておりませんので行っておりません。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 この研修は、その英語担任になる先生全てが受けなくてはならないというようなことをお聞き

しましたが、このあたりどうなんでしょうか。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 そこまでの情報を仕入れていませんが、大体どのくらいの時間帯で研修するか。これは学校を

離れますから、全員となってくると５年間までに間に合わないだろうと思っています。これは、

ちょっとこれから先の計画を聞いておりませんので、県としても、国としても聞いておりません

ので、ちょっとお答えができません。 

 ただ、一つですね、今、採用でですね、中学校の英語と小学校の教員免許を持っている、この
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教員を積極的にといいますか、意図的に採用しようという県の動きはございます。小学校に中学

校の英語の免許を持った先生を入れようと、そういう動きは一方であります。 

 以上です。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 わかりました。できるのであればですね、ぜひこの研修を受けていただくような形をとってい

ただければと思います。 

 それから、先ほど、今、教育長最後の答弁にありましたけど、恐らくこのことじゃないかと思

いますが、この先生の負担軽減とこの人材確保について、先ほどの英語教育実施計画ですね、文

科省が昨年度出したやつの中にですね、国や県が養成して確保した英語推進教育リーダー、恐ら

くそういった英語の専門の人材かと思いますけども、これの加配措置を講じていくという形で示

しています。ですから、やはりその先生方の負担軽減と人材確保のためにも、いち早く国や県に

そのリーダーがほしいという形でですね、要望、そういったものを早急に上げていくべきではな

いかと思いますけども、いかがでしょう。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 おっしゃるとおりですね、中学校にもですね、同じようなこの中学校にもちょっと話があれで

すけど、中学校はこのぐらいから、全て英語の授業を英語でやれという話が一方であるものです

から、中学校のほうにも教員がそういう研修に行く形もある。小学校のほうはもう、ぜひ早くで

すね、そういう、これ結構人数の枠があるものですから、積極的に手を挙げさせて行かせようと

思っています。 

 以上です。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 ぜひですね、国と県との連携をしっかり図っていただければと思います。 

 それから、もう一つなんですけども、専科制ですね、いわゆるこの英語専門の先生を芦屋町単

独で雇ったらどうかというのもございますが、これはさまざまな問題があると私なりに考えます。

まず、人材が芦屋町で確保できるのかということと、仮に英語専門の先生を芦屋町で雇いました。

そうなると、ほかの小学校の先生は英語をしなくていいわけでございますが、教員の先生という
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のは北九州事務所管内、異動というものがあります。仮にそのような状況の中で、仮に専科制を

とっていない自治体のほうの小学校に行けば、これはかなりの、また先生に負担がかかってくる

というような悩ましい、そういった現状があるわけでございますけども、このあたり、芦屋町単

独で英語の先生をというような教育長の見解をお尋ねします。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 大変ありがたいお話ではあるんですけど、今、そういう形で小中一貫をやって、それで１人芦

屋町単独で加配をしています。雇用しています。その先生が中学校に出かけて行って、今は先ほ

ど課長が申しましたように、ＡＬＴと中学校の教員と２人が入った、そして、あわせて担任が入

って、３人の形で現在のところ英語活動をやっておりますので、おっしゃいますように、専科を

入れますと、まさに今でもどちらかというと、ＡＬＴに任せきりの場面もないことないわけです。

そうなってきますと、担任の英語力というのはやっぱりなかなかついていかない。そういう意味

では教員の研修を盛んにすることで、担任のそういう英語力と申しましょうか、そこをつけてい

ったほうが将来的にもいいだろうと。大変ありがたいお話ですけど、ちょっと今、賛否両論と申

しましょうか。両方あろうと思っております。 

 以上です。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 今、現在は担任が中心で授業をして、あくまでもＡＬＴは補助という形で授業が進められてお

りますがですね、今後は高度の英語指導力を有するＡＬＴならば、単独で授業を消化できる。そ

れが実施可能になるというような明るい兆しもありますので、ぜひ５年間、非常に厳しい難局に

なるかと思いますけども、乗り越えていただきたいと思います。 

 それでは、要旨２点目でございます。芦屋町における英語教育の具体的取り組みと子供たちの

英会話能力の実態についてお尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君 

 学校教育課長。 

○学校教育課長 岡本 正美君 

 小学校では、担任とＡＬＴにより英語を親しむ授業が行われています。年間の授業時数として

は、１、２年生で教育課程外の余裕時間を利用して１０時間程度、３、４年生で総合的な学習の

時間に位置づけた国際理解教育として２０時間程度、５、６年生では英語活動として、３５時間



平成 27 年第 3回定例会（貝掛俊之議員一般質問） 

 

- 5 - 

の授業が行われています。また、６年生では小中一貫教育の取り組みとして中学校の教師も入っ

た英語活動を実施しており、その中で中学校の英語とつながるヘボン式のローマ字検定を実施し、

子供たちの意欲の喚起に努めています。 

 また、中学校では、各学級、年間２０時間程度ＡＬＴ参加による授業を実施し、ネイティブの

発音による学びを行っています。年間数回行われる県内のテストでは、芦屋中学校の英語の学力

は、３年生では県平均より４点から８点高く、２年生でも１点から５点ほど高い状態にあり、

１年生は入学したばかりのため未実施です。全体として、かなり力がついてきていると感じます。

また、昨年１０月と今年６月に実施された英語検定の状況 

を見ると、５級５人、４級９人、３級１７人、準２級に１人が合格しており、特に中学生では難

しい準２級への挑戦者がふえてきていることから、英語学習に対する意欲が高まっていることを

感じます。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 その今の数値ですね、福岡県よりもというのは、これはフクトか何かの試験の偏差値で間違い

ないでしょうか。 

○議長 小田 武人君 

 学校教育課長。 

○学校教育課長 岡本 正美君 

 フクトでございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 わかりました。英会話能力の実態というのは、なかなか測りづらいとは思うんですけど、その

あたり、もう一度ですね、具体的にもう一度実態がどのようなものかわかれば、お答え願います

か。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 先生方もできるだけ、できる限り英語で質問したり、授業を進めております。全部というわけ

にはいきませんけども、英語の先生の個人個人、若干の違いはありますから、どれとは言いがた
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いんですけど、学年が上がるにしたがって、５０分の授業の中で、英語でやりとりしているのが

ふえているのは間違いございません。これは英会話というのは、そういうテスト項目もございま

せんし、高校入試ではヒヤリングというのは、リスニングがありますから、そこでは聞き取る力

が出てきますけど、英会話、カンバセーションというのはちょっと。 

 小学生の場合は、これは評価もやっておりませんけども、英語活動で楽しい英語活動ですから、

歌ったり、ゲームをしたり、簡単な会話をしたりということをやっておりますので、そこらは先

ほど課長が答えましたように、英語が楽しいとかいうことは、子供の心の中にはあるようでござ

います。 

 以上です。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 この英会話の能力の実態について質問したのは、私はやはり、子供たちには将来ですね、有益

かつ実用的な英語をこの公教育の場で身につけてほしいという思いから、質問させていただきま

した。 

 それでは続いて要旨３に移ります。 

 さらなる教育の充実、英語教育の充実ということではありますけども、今現在ですね、世界の

人口が約７０億人。そのうち英語を第一言語としている人口が約４億人、第二言語としている人

口が約４億人で、そして母国語や第二言語としてない、いわゆる英語が話せる、英語を使える、

外国語としている人口が約８億人と言われています。実に世界では、今現在４人に１人が英語を

使ってコミュニケーションができるという時代であります。 

 また一方で、日本においての実態でございます。これはフェイスブックという、いわゆる全世

界につながるネットワークサービス会社のデータでありますけども、日本において英語が使える

人口の比率は人口の５．５％、いわゆる約２０人に１人しか、今、日本では英語が堪能な方はい

ないという。私、置かれた環境にもよりますけども、私に当てはめるとおおむねこのデータは正

しいのではないかと思います。 

 そしてまた、現実に今現在、この少子高齢化、人口減少していくこの日本がまた発展し、ある

いは持続可能な国であるためには、一人でも多くの、このグローバルな人材を育てて輩出してい

くことが必要ではないかと考えます。勉強して大学を卒業すれば、安定した職業につけるとは限

らない。そういうことはですね、バブル経済が崩壊したときに、皆さんそれぞれ実感したことと

思います。今後、ＩＴ化が進み、特に会計事務所や税理士事務所の事務作業はここ七、八年のう

ちにコンピューターが全てこなしていくだろうと言われている。こういった時代の中でですね、
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この経済のよしあしにかかわらず、こういった事務的な仕事もなくなっていく。こういった時代

の流れの中で、やはり子供たちに何かしらスキルを持たせてあげるのが、我々、大人の使命では

ないかと考えます。 

 そこで私なりに、この公教育でより多くの子供たちに持たせてあげることができるスキルとは

何だろうと考えたところ、この実用英語の会得というところに行きついたわけであります。この

ようなことを踏まえて、芦屋町の特色として、英語教育のさらなる充実を図っていく考えはない

でしょうか。お尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君 

 学校教育課長。 

○学校教育課長 岡本 正美君 

 早期の英語教育については、賛否両論があります。グローバル化が進む中、国際社会で活躍し

たいという意欲を持った人材を育成することは重要であることから、英語コミュニケーション能

力の育成の重要性は十分に認識しています。その観点から芦屋町においては、平成１４年から、

隔年ではありますが、オーストラリアに約２週間のホームステイを実施しています。小学校の英

語活動・教科化での指導者の問題もあり、国や県の動向を見ながら、慎重に対応したいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。  

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 確かに先ほどですね、課長の答弁にもありましたように、昔に比べるとかなり小学校において、

中学校においてもですけども、英語教育の充実は図られてきているというところであります。今

の現状としまして、総合学習の時間というのがありますけれども、これは芦屋町、かなり充実し

ているようで、この小学校の英語学習にですね、今現在は「聞く」と「話す」、この二つの技能

中心ということで教育長の答弁がありました。そして中学に入って「読む」、「書く」が中心技

能、「読む」、「書く」の中心で技能を教える際に、小学校で学んだ内容から円滑に移行しがた

いことが課題になっているということでありますが、小学校高学年に「読む」、「書く」、「聞

く」、「話す」この四つの技能を習得するには、やはり週２こまぐらい必要なのかなと考えます。

しかし、いろいろな制約もあって、これは時間的にも厳しい。 

 そこでですね、提案でございますが、今、「がんばりタイム」というのもやってらっしゃると

思います。例えば早朝や給食後に、今は短時間学習で漢字をしたり、音読をしたり、やっている

ようでありますけども、この学習をですね、英語の時間に充てる、あるいは母国語も当然しなく
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ちゃいけない。英語と国語、これ両方をあわせてやっていく。こういったことを実践していくの

は、可能ではないかと思いますけども、見解をお尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 今おっしゃっていただきましたように、英語活動から教科化された場合に、「読む」、「書く」

が入ってまいりました。これはもう日本語の漢字と一緒でございますから、覚えないとどうしよ

うもならないと思うんですね。そうすると、単語をどのくらい覚えてくるか。そうすると習った

だけでは覚えるわけではございませんから、やっぱり習熟という形が出てくる。ここらで、私は

やっぱり５、６年生で英語を嫌いにするんではないかとちょっと気がしてなりません。今は楽し

い英語ですから、おしゃべりして、挨拶して終わるんですが、それに覚えて書けとなってくると、

これはやっぱりきついなと。今でも国語の漢字書けない子たちもいるわけでございますから、書

けないと言うとちょっと語弊がありますけど。そういうことで、ちょっと危惧はいたします。 

 しかし、課長がさっき申しましたように、やっぱり英語は今後使えるにこしたことはない。そ

して全員が使うことになるかというとそうにはならいにしても、やっぱり我々としては、先に何

かという力をつけてやるのは我々の仕事でしょうから、そういう形としては、おっしゃる通りか

というふうに思っております。じゃあどこでやるかということでございまして、今、「読む」、

「書く」につながる形で、ヘボン式のローマ字検定試験を中学校が来てやっていまして、これを

６年生が対応しています。と申しますのは、小学校で３年、４年で国語の時間に、このローマ字

は国語の時間に習うものですから、４時間程度しかない。当然その子供たちは、当然というのは

おかしい、書けないんです。そこらを小中一貫でやっていますから、中学の先生が行って、少し

文字を意識しましょう。そういう形でヘボン式の検定、そういうことで少しずつ広げていって、

やはり子供に負担感を持たせて、もう嫌だということを一番慎みたい、そういうふうに思ってい

ます。 

 今、おっしゃいましたように、どの時間帯でこれを入れるかというのは、本当に時間がござい

ません。この二、三年の教育課程が、学習要領が新しくなったところで、もう満タンになってい

ましてですね、小学校の１年生ですら、午後の授業が入っている。それは大変負担感が大きいわ

けですが、今おっしゃいましたように、いまのところ国語、算数を中心に「がんばりタイム」と

かいうことをやっていますので、その中に、この英語をどういう形で入れていくか。文字を覚え

させるのか。今のその英会話というそのあたりの聞く、話すを中心にするのか、非常に検討せな

いけんと思います。小学校とよく相談してみて、可能なところはちょっと足を踏み入れるという

ことはやってみようと思います。 
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 以上です。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 小学校での英語の時間をどう確保するかというところでありますけれども、家庭学習という手

段もございます。宿題に英語を出す。英語の文字ぐらいだったら私も見れますので、そういった

宿題をですね、出すような形も取れるのではないかと思います。 

 それから、先ほど課長の答弁にありましたように、オーストラリアホームステイ事業を実施し

ているということですけども、参加者が減少傾向にあり、諸事情もあってですね、行きたくても

行けない子供がいる可能性もあります。公教育の機会均等というところから見ても、どうなのか

なと私は考えます。このことから、この事業の予算を例えばですね、中学１年生になったら、ふ

れあい合宿というのをすぐ、ふれあい合宿でよろしいんですかね。１年生のすぐ５月くらいに合

宿があると思うんですけども、その合宿を英語教育の合宿に変えてはどうでしょうかと。せっか

く小学校１年生からずっと英会話をしてきているこの芦屋町の教育の中で、また中学に入っても

そういった環境を継続していくという形で、このような中１において２日間の英語の強化合宿と

いうのを実施してはいかがかなと思いますが、見解をお尋ねします。 

○議長 小田 武人君 

 学校教育課長。 

○学校教育課長 岡本 正美君 

 議員御指摘の一つの案だろうというふうには思っています。確かにオーストラリアについては、

応募の人数が少ないという状況に、回ごとになっております。前回は本当少なくてですね、もう

ぎりぎりの応募者しかなかったと。果たしてこれが外国語を含めてですね、国際交流の関係に立

ったときに、どうだろうというような危惧を抱いておるところでございます。そういった中で、

もう少し多くの子供たちに、こういったほかにかわるようなことも含めてですね、今年度中に検

討して結論を出して、次なる、さらなる外国語の教育、または国際交流につながるような施策を

打っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。  

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 はい、わかりました。 

 それからもう１点ですね、先ほど英検受験者数、合格者数が年々増加して、かなり英語に興味
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を持っている生徒がふえてきているということでありますけども、やはり、目的意識というもの

を持たせ、モチベーションを上げていく手段として、中学校２年生で、３年生は受験があります

から、中学校２年生ぐらいで英検３級を目標に、まあ４級でもいいですけども、３、４級を目標

にですね、受験させる。これは町の予算で全て受験させる。そういった施策をとってはどうかと

思いますが、見解をお伺いいたします。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 町が金を出すから、受験せいっていう･･････。大変申しわけございませんが、英検がいくらか

かるか承知しておりません。それで、学年は百五、六十とざっと子供たち各学年１５０前後おり

ますから、そこで、そして２年生の英検、１年でも２年でもいいんでしょうけど、そのとき本当

に妥当なのかどうなのか、３年でやったほうが妥当なのか。このあたりもちょっと研究してみな

いとわかりませんので、きょうはそのあたりで･･････。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 今までるるですね、現在の英語教育、教育制度あるいは仕組みの中でどうしたら、子供たちに

有益かつ実用的な英語が身につけられるかということを議論してきたつもりでありますけども、

本質的に実用英語を身につけるためには、私はですね、この入試制度、これを改革していかなけ

れば、前に進まないのではないか。文科省はグローバルな人材を育成すると。英語の教育にさま

ざまな施策を施しておりますけども、高校入試や大学入試といった学力向上に重きを置く今の現

状の中では、英語のこの入試の内容をですね、より実践的、より実用的な技量を試す、こういっ

た試験改革していかなければ、本当に前に進んでいかないのかなと感じるわけでございます。こ

ういった意見は、るるあるんですけども、本当にどうして日本の、この英語教育って、文法とか、

長文とか、全然英語を習っても役に立たないよねという素朴な、こういった民意、あるいは住民

の声、こういったのをしっかりと受け止めて、自分なりにいろいろな情報を集めて、本当にそれ

が住民のため、あるいは芦屋町のため、子供たちのためになると判断するのであれば、その制度

や仕組みを変えていくように努力をしていく。変えていく。こういったことをして、よりよい制

度を構築していくのが、我々議員であり、町長であり、教育長であり、仕事であると私は考える

わけでございます。 

 ぜひですね、この入試制度の改革というのは、これは国の次元の話でありますけども、我々が

訴えても国からすれば、小さな小さな声であります。でもですね、これは粘り強くこういったこ
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とを訴えていきたいと思いますけども、町長、教育長、このあたりの見解をお尋ねいたします。

町長お願いいたします。 

○議長 小田 武人君 

 教育長。 

○教育長 中島 幸男君 

 大変お話いただいて、入試制度をどうするかと。これ、大学の入試制度が、今の中１が大学を

受けるときは、がらっと変わっているというお話は聞いております。その中で、英語がどう変わ

ったかというのはよく知りません。今のような１点を争うような入試制度を変えようと言ってい

ますので、大変いいことだろう。特に英語につきましては、福岡県もそういう意味で、先ほど申

しましたヒヤリングという形で高校入試一斉テストがございます。試験ですから、時間が限定さ

れた中で評価しないといけませんので、ヒヤリングの場合は一斉に聞けますけど、失礼、リスニ

ングの場合、しゃべる場合にどういう時間帯をとってテストができるのかと。これは、非常に難

しいだろうなと思っています。そこらは根本的に、その試験制度が変わるというのは、どういう

ふうに変わるのか想像がつきませんけども、そうではないと今の試験制度では、とてもじゃない

と時間がとれない。本当にＯＡ制度というんですか。自分で私はこれでいきますよというような

形の中で何名がグループをつくって、セレクションした中で、私は英会話でいきましょう、とい

うこういうグループでそれでもオーケーというような、そういう幅広い試験制度ができればです

ね、また、考える余地があるだろうと思う。今のように受験生が多い中で一斉にテストをやって、

しかも、公平性を保つという試験の場合は、公平、公正ということは前提ですから。それを保つ

ためには、やっぱり今の形もやむを得ないのかなと思っていまして、案がございませんけども、

機会があればそういうことも発信はさせていただきます。 

○議長 小田 武人君 

 町長。 

○町長 波多野 茂丸君 

 どこから話していいかわからないんですけど、民主制度からじゃあ、あまりにも、確かにこれ

は国の指導のもとというか、各公立、私立いろいろな問題があるわけで、このことを芦屋町から

発信ということは、それは議員の政治活動の中で、ぜひ御努力をしていただきたいと思っていま

す。 

 それから英語の教育の問題につきましては、議員のおっしゃることはよくわかりますが、わか

りますが、今、日本の全体を見ますと、これは私の個人的な考えなんですが、まず母国語。自分

の国のいわゆる国語。この国語の力がどうなのか。漢字が書けない、読めない。それから、最も

大事なのが歴史問題。やはり、国語と歴史というのは、非常に私は、まず義務教育の中で、しっ
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かり日本人としての誇り等、結局子供たちに持たせるために、そのことをまず、するのが先決で

はないかと個人的には思うわけでございます。英語も確かに、今はグローバル社会でございます。

いろいろな形の中で、情報化社会ですので、全て英語の単語が出てくるわけでございます。さっ

ぱりわからないわけでございますが、しかし、英語というのは私が知る限り、高校に行って好き

な人は英語クラブに入る。大学行きながら、自分で独力で勉強する。そういう人が今たくさんい

らっしゃるわけですよね。それから社会人になっても、自分で英会話教室に行ったりとかですね、

そういうことで、そういう場がたくさんある。しかし、国語と歴史というのは、これ、基本中の

基本だと私は思っておりますので、ちょっとその辺、貝掛議員と考えが違うのではないかと思っ

ております。入試制度の改革については御健闘をお祈りいたします。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 わかりました。私もですね、町長がおっしゃるように、歴史認識、この正しい歴史認識をです

ね、これをですね、子供たちにしっかりと教えていく。以前、一般質問でもしたと思いますけど

も、大切なことと思います。 

 それでは、件名２に移らせていただきます。エアコン設置ですね。児童・生徒が今、気にかけ

ている小・中学校のエアコン設置についてでありますけども、２６年の１２月定例会において、

岡本課長はこのように答弁されています。「１２月補正予算に設計予算を計上しており、補助金

を活用する事業であるから、防衛省など関係機関と協議して、できるだけ町の持ち出しを少なく

するため、財政当局とも協議して、早ければ２８年度には設置ということになろうかと思う。」

こういった答弁をされています。それからはや９カ月が経過しており、もうですね、明確な道筋

が出ているものと思い、改めて質問いたします。小、中学校のエアコン設置の導入計画はどのよ

うになっているのかお尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君 

 学校教育課長。 

○学校教育課長 岡本 正美君 

 ３小学校については、平成２８年度から工事に入り、中学校については２９年度から工事に入

る予定となっております。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 
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○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 明確な回答ありがとうございました。２８年度から３小学校、工事に入って一緒にでき上がる

ということで、大変子供たちにとってはよかったと思っております。ありがとうございました。 

 続いて、件名３、芦屋町には１４カ所の街区公園があります。先日、この街区公園を見て回っ

たところですね、清掃の維持管理は行き届いている状況でありましたが、幸町公園におきまして

は、大きな樹木の幹が前の道路を越えて民家の屋根の上まで達していました。そしてこれは、先

日の台風の際に幹が折れて、歩道といいますか、道路を塞いだというような大変、非常に危険な

状況にあったのではないかと思います。 

 この街区公園ができて、数十年経過していると思われますが、本当にこの樹木の成長が著しく、

また、遊具も老朽化している。こういった現状において、今後どのような整備をしていくのかお

尋ねいたします。 

○議長 小田 武人君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 入江 真二君 

 総合振興計画では、河川環境の整備の促進や住民に身近な公園の整備を進めるとし、施策を推

し進める主要事業では、現在までに花美坂１号公園及びかなや公園の整備を実施いたしましたが、

中央公園の整備については、ワークショップにより基本設計を行い、今年度に防衛の補助金によ

り実施設計を行い、来年度に本工事の運びとなりました。 

 町内１４カ所の街区公園の整備方針をどう考えているのかという御質問ですが、町内の都市公

園等につきましては、老人会に除草及び清掃を委託しております。また、公園内の樹木の管理に

ついては、造園業者に委託して維持管理を行っております。しかし、町内の街区公園は古いもの

で昭和４４年に供用開始されたものもあり、多くの公園が３０年から４０年経過しております。

このため、先ほど議員もおっしゃいましたように、この前の台風の吹き戻しで、町内の公園の中

で大分、木が折れたりして、その後片づけにちょっと右往左往としておりました。公園内の樹木

は大きく成長、密生したことにより、日照、風通し、視界が悪くなり、遊具の多くも御指摘のよ

うに老朽化により撤去されたままの状態となっております。 

 このため、今年度に幸町公園、正門町公園、高浜町公園、柏原公園のこの４公園について、公

園全体の景観、緑が与える心理的効果及び環境保全を目的として、樹木医さんの、専門家のアド

バイスを聞きながら樹木の剪定を実施いたします。その後、その公園をよく利用されている近隣

の方の利用者の御意見を伺いながら、それぞれの公園整備を年次ごとに実施することで、地域の

皆さんの憩いと交流の場所として、親しまれる公園となるように整備を進めていきたいというふ

うに考えております。 
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 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 先ほど、今年度には幸町公園と正門町公園と高浜公園と柏原公園の剪定をするということでよ

ろしいですかね。そうしたら、その後に住民の方々の意見を聞きながら、この４公園の整備をし

ていくという形でよろしいですか。 

○議長 小田 武人君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 入江 真二君 

 今年度剪定をして、その公園については来年度以降に地域の方の意見を聞きたいと思っていま

す。また同時に来年度は別の４公園の剪定を進めていこうというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 では、ちなみに来年度予定している樹木の剪定等、取りかかろうとしている公園がもう検討さ

れているのであれば、お尋ねいたします。お答え願います。 

○議長 小田 武人君   

 環境住宅課長。 

○環境住宅課長 入江 真二君 

 まだ、正式には決定しておりません。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 ぜひ、進めていきたいと思います。来年度には中央公園のリニューアルということで、大変す

ばらしい公園ができるだろうと大いに期待しているところでありますけども、隗より始めよとい

う言葉がありますように、まずは手近なところ、身近なところから進めていくことも大事ではな

いかと思います。 

 自治区地域の活性化が芦屋町の活性化へとつながっていくものと思いますし、自治区地域の活

性化には、地域コミュニティの醸成が必要不可欠ではないかと考えます。 

 中央公園まで行くのは少し遠いし、きついよね。そういったお年寄りの方がひなたぼっこでき
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るような、また近所の子供たちが楽しく遊べるような、多世代が交流でき、地域コミュニティの

醸成の場である街区公園づくり、いわゆる今の旧児童公園づくりを進めていただきたいと思いま

す。 

 最後に入江課長の答弁がありましたように、地域の方に親しまれる公園整備を推進していきた

いということでありますけども、町長のこの街区公園整備推進に対する意気込みをお尋ねいたし

ます。 

○議長 小田 武人君 

 町長。 

○町長 波多野 茂丸君 

 非常にですね、うんちくのある質問なんですが、私はいろいろな雑学というか、いろいろな本

をよく出張のときに読んだりするんですが、そのときに、今、貝掛議員の質問が出たときにです

ね、ちょっと思い出したんですが、どなたが書いたかちょっと忘れたんですが、その町のですね、

公園を見れば、その町のいわゆる様子がわかると。まず、私は必ずいろいろな町に行ったときに、

まず、公園に行くんですよというふうなことが書いてあったのを思い出したわけであります。 

 やはり今、るる質問がありましたように、これは各自治区というか、いろいろな公園の中で地

域コミュニティの一番最たるものが、この街区公園ではないかと思っておるわけであります。 

 財政厳しい折に、この街区公園の整備費もかなり削りまして、今、議員のおっしゃるとおり、

いろいろな公園で樹木が隣地まで枝が伸びて、町長の手紙がよく来るんですが、何とかしてほし

いということがよくあります。課長が言いましたように、まずこの４公園から始めて順次剪定を

して、その後、地域コミュニティにふさわしい、その地区の住民の皆さんの要望に沿った公園に

していくのが行政の使命だと思っております。そして、そこで朝、ラジオ体操をその公園で、地

区の方があそこに来れば散歩しながら、ちょっと寄ってラジオ体操をしてというような雰囲気の

ある町にできればなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 貝掛議員。 

○議員 ７番 貝掛 俊之君 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長 小田 武人君 

 以上で、貝掛議員の一般質問は終わりました。 

 


